ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｯﾀｰ運営委員会　利用契約（チ利２号様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者　　
ﾁｬｲﾙﾄﾞイｼｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ　ご利用契約書

実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、利用者（保護者）  　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）に対し、次の通りチャイルドシッター業務（以下「業務」という）に関する利用契約（以下「契約」という）を締結する。  
【目的】第1条　乙は甲より受託した甲のお子さま（以下「子ども」という）を、心身ともに健やかに育成することを念頭におき、安全かつ安心な保育環境を提供しつつ、甲の指定する居宅等において業務等を行うことを目的とする。

【方法】第２条　甲は乙に対し業務を委託し、乙はこれを受託する。　乙は乙の雇用するチャイルドシッターをして業務に従事させる。

　　　　業務に際しての具体的な細目に関しては、その都度別途協議をする。　業務には、家事等の単純労働及び、専門的医療行為は含まれない。

【契約期間】第３条　本契約の契約期間は　　　　　　年　　　　　月　　　　　日より　　　　　　年　　　　　月　　　　　日までとする。
【利用料金】第４条　甲は契約終了後直ちに別途料金表に基づく予約利用料を支払う。甲は乙に対し、別途料金表に基づいてチャイルドシッター料金を支払う。利用料金は、原則として乙がその月の分を毎月月末または週末までに締めて、別途料金表に基づいて計算し、甲に請求する。甲は、1週間以内にこれを支払う。
【業務器材等の調達】第５条　乙は業務履行に際して必要とされる器材などを自ら調達する。但し、乙は甲の同意を得て甲の器材等を無償で使用することができる。

【履行業務】第６条　乙は業務に関係する諸法令を遵守し、自ら業務処理計画を立案し、チャイルドシッターを適正に配置すると共に、指導監督及び教育指導を行い、委託趣旨に従って業務を誠実に履行する。甲は、本契約のほかに付随する約定を誠実に遵守する。
【法的責任】第７条　乙は、チャイルドシッターに関する法令上の責任をすべて負うこととし、甲に対して一切の責任を及ぼさない。
【秘密保持】第８条　甲乙は業務上において、知りえた相手方の秘密並びに情報を、第三者に漏洩してはならない。

【損害賠償責任】第９条　乙は業務の遂行中に乙及び乙のチャイルドシッターの故意又は重過失により、甲もしくは甲の子どもに損害を与えたと認められた場合、乙の加入する保険の補償範囲において損害賠償の責任を負う。

【契約解除】第１０条　甲又は乙が本契約並びに本契約に付随する約定に違反した場合、その他相手方の信頼を損ねる事情のある場合には、双方共になんら予告なく直ちに本契約を解除することができる。

【協議】第１１条　本契約並びに本契約に付随する約定の条項の解釈に疑義が生じた場合及び定めのない事項については、その都度甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決する。

【管轄裁判所】第１２条　本契約並びに本契約に付随する約定に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の裁判所とすることに甲乙共に同意する。

上記合意の証として、本契約書を２通作成し、甲乙が署名捺印の上、甲乙各自１通を保有するものとする。

    年       月       日
甲）　             住    所           　　　　　　　　　                

利用者（保護者）名       　　　　　　　　　　　　　　　                    ㊞
乙）               住　　所
                    　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施者名　   　　　　        　　　　　　　　　             　　　　   印
ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｯﾀｰ運営委員会　利用契約（チ利２号様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施者（控）

ﾁｬｲﾙﾄﾞイｼｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ　ご利用契約書

実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、利用者（保護者）  　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）に対し、次の通りチャイルドシッター業務（以下「業務」という）に関する利用契約（以下「契約」という）を締結する。  
【目的】第1条　乙は甲より受託した甲のお子さま（以下「子ども」という）を、心身ともに健やかに育成することを念頭におき、安全かつ安心な保育環境を提供しつつ、甲の指定する居宅等において業務等を行うことを目的とする。

【方法】第２条　甲は乙に対し業務を委託し、乙はこれを受託する。　乙は乙の雇用するチャイルドシッターをして業務に従事させる。

　　　　業務に際しての具体的な細目に関しては、その都度別途協議をする。　業務には、家事等の単純労働及び、専門的医療行為は含まれない。

【契約期間】第３条　本契約の契約期間は　　　　　　年　　　　　月　　　　　日より　　　　　　年　　　　　月　　　　　日までとする。

【利用料金】第４条　甲は契約終了後直ちに別途料金表に基づく予約利用料を支払う。甲は乙に対し、別途料金表に基づいてチャイルドシッター料金を支払う。利用料金は、原則として乙がその月の分を毎月月末または週末までに締めて、別途料金表に基づいて計算し、甲に請求する。甲は、1週間以内にこれを支払う。

【業務器材等の調達】第５条　乙は業務履行に際して必要とされる器材などを自ら調達する。但し、乙は甲の同意を得て甲の器材等を無償で使用することができる。

【履行業務】第６条　乙は業務に関係する諸法令を遵守し、自ら業務処理計画を立案し、チャイルドシッターを適正に配置すると共に、指導監督及び教育指導を行い、委託趣旨に従って業務を誠実に履行する。甲は、本契約のほかに付随する約定を誠実に遵守する。

【法的責任】第７条　乙は、チャイルドシッターに関する法令上の責任をすべて負うこととし、甲に対して一切の責任を及ぼさない。

【秘密保持】第８条　甲乙は業務上において、知りえた相手方の秘密並びに情報を、第三者に漏洩してはならない。

【損害賠償責任】第９条　乙は業務の遂行中に乙及び乙のチャイルドシッターの故意又は重過失により、甲もしくは甲の子どもに損害を与えたと認められた場合、乙の加入する保険の補償範囲において損害賠償の責任を負う。

【契約解除】第１０条　甲又は乙が本契約並びに本契約に付随する約定に違反した場合、その他相手方の信頼を損ねる事情のある場合には、双方共になんら予告なく直ちに本契約を解除することができる。

【協議】第１１条　本契約並びに本契約に付随する約定の条項の解釈に疑義が生じた場合及び定めのない事項については、その都度甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決する。

【管轄裁判所】第１２条　本契約並びに本契約に付随する約定に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の裁判所とすることに甲乙共に同意する。

上記合意の証として、本契約書を２通作成し、甲乙が署名捺印の上、甲乙各自１通を保有するものとする。

    年       月       日
甲）　             住    所           　　　　　　　　　                

利用者（保護者）名       　　　　　　　　　　　　　　　                    ㊞

乙）               住　　所

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施者名　   　　　　        　　　　　　　　　             　　　　   印
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